
報告会議

平成27年度　第 2回理事会 平成27年 8 月17日㈪　徳島県不動産会館

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　空き家・空土地の有効活用のための無料相談
会の実施について

⑵　「徳島県空き家、空土地相談センター」看板
の作成と設置について

⑶　遊休財産からの控除対象財産である駐車場用
地の 1号財産と 2号財産との配分について

⑴　11月23日の相談会の実施に伴う予算につい
て、空き家管理等基盤強化推進事業補助金680
万円のうち、協会が4,428,500円、建築士会が
2,371,500円の配分になるため、協会は補助金
4,428,500円と協会からの1,500,000円で実施す
る。詳細の予算と実施要領は 8月24日開催の支
部長・副支部長会議で検討することに決定した。

⑵　看板は 2案が示され、多数決で決定した。

⑶　100％ 2 号財産としている駐車場用地は県か
らの指導もあり、他の控除対象財産と同様、
80.8％を 1号財産、19.2％を 2号財産とするこ
とに決定した。

平成27年度　第 3回理事会 平成27年10月 2 日㈮　徳島県不動産会館

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　空き家・空土地の有効活用のための無料相談
会の実施について

木村会長が一身上の都合により代表理事を辞任。

⑴　実施要領、委員会別役割分担、支部別実施内
容、相談票、交付申請額の算出方法及び事業経
費の配分が検討され、提案通り可決決定した。

読めますか、分かりますか

答えはＰ.２３

頭 の 体 操

思慮分別　　胆大心小

（3）


